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平成２９年１月２４日（火）
埼玉県道路メンテナンス会議

道路が鉄道を跨ぐ跨線橋については、第三者被害の予防及び鉄道の安全性確保等の観

点から、維持及び修繕の効率的な実施が必要となっていますが、その実施にあたっては、

道路管理者と鉄道事業者等との間での安全確保等に係る詳細な協議が必要となります。

埼玉県道路メンテナンス会議は、道路法施行規則の一部を改正する省令（平成２８年

１０月２８日公布）に基づき、跨線橋の計画的な点検及び修繕が図れるよう鉄道事業者

等と協議・調整する場として『埼玉県道路鉄道連絡会議』を設置し、 第１回の会議を下

記のとおり、開催しますのでお知らせします。

「第１回 埼玉県道路鉄道連絡会議」を開催します

国土交通省 大宮国道事務所、北首都国道事務所
埼玉県、埼玉県道路公社
さいたま市
埼玉県内６２市町村
東日本高速道路株式会社３事務所
首都高速道路株式会社２局

国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所 ＴＥＬ：048-669-1200（代）

副 所 長 相沢 興 （内線２０５）

道路構造保全官 一戸 佳充 （内線３０８）

●埼玉県道路メンテナンス会議事務局

記

■開催日時：平成２９年１月２７日（金）１４：００～１６：００（予定）

■開催場所：さいたま新都心合同庁舎２号館 ５Ｆ 共用中会議室５０３

（埼玉県さいたま市中央区新都心２－１）

■議 事：（１）本会議の設立について

（２）跨線橋の点検結果

（３）熊本地震を踏まえた耐震対策の推進

（４）今後のスケジュール

報道機関の皆様へ
・取材される場合は、１月２６日（木）１７時までに下記問い合わせ先へご連絡下さい。
・カメラ撮り等は、会議の冒頭から会長挨拶までとさせていただきます。

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 埼玉県政記者クラブ さいたま市政記者クラブ

発表記者クラブ
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～ 跨線橋の点検及び修繕の効率化を図ります ～
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